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案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

その他
特記事項

予定価格及び
積算内訳

１社（業者指定）

随意契約
の理由

訓練システム機器賃借業者であり、引続き契約することが経済的に著しく有利であり、あらためて当該
物件の競争契約を行う場合、事業の中断が見込まれるため。

根拠法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

\5,210,604円 契約年月日 平成21年4月1日

契約業者名
及び住所

ＪＡ三井リース株式会社

発注（契約）
内     容

訓練システム機器の賃借

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

当該システムは、①訓練校受講プログラム等の情報を訓練システムへ登録、②閲覧端末により求職者等
に情報提供、③受講希望者等の活動状況を登録に活用しており、求職者への円滑なサービスの提供及び
業務の効率化を図っている。
今年度も引続き当該システムを活用し円滑な訓練業務運営を図りたい。

随意契約理由書

訓練システム機器の賃借 要求部署名 総務部会計課




